
国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
㈯
ま
で
で
す
。

　
８
月
１
日
㈰
か
ら
使
え
る
被
保
険
者
証

は
７
月
12
日
㈪
以
降
順
次
、
簡
易
書
留

で
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
㈰
か
ら
は
新

し
い
被
保
険
者
証
で
診
療
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、
有
効
期
限
切
れ
の
被
保
険
者
証

は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
住
民
福

祉
課
の
窓
口
に
返
却
す
る
か
、
自
分
で
責

任
を
も
っ
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
や
、
被

保
険
者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　
今
回
発
行
す
る
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
令
和
４
年
７
月
31
日
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
期
限
が
異
な
り

ま
す
。

○
70
歳
に
な
る
人

　
70
歳
に
な
る
月
の
末
日
ま
で
（
１
日
生

ま
れ
の
人
は
前
月
末
ま
で
）

※
新
た
に
70
歳
に
な
る
人
に
は
、
70
歳
に

な
る
月
の
中
旬
（
１
日
生
ま
れ
の
人
は

前
月
の
中
旬
）
に
「
被
保
険
者
証
兼
高

齢
受
給
者
証
」
を
送
付
し
ま
す
。

○
75
歳
に
な
る
人

　
75
歳
に
な
る
誕
生
日
の
前
日
ま
で

【
保
険
証
配
達
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
】

　
日
本
郵
便
㈱　
上
野
郵
便
局

　
☎
21
・
３
２
３
２

※
７
月
12
日
㈪
〜
26
日
㈪
の
み
。

トピックス
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国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い

と
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
し
た
時
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◆
保
険
料
免
除
制
度
・
納
付
猶
予
制
度

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
者
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
所

得
審
査
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
期
間
】

　
７
月
〜
翌
年
６
月
分

◆
学
生
納
付
特
例

　
学
生
で
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学

院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
・
各
種
学
校
（
修
業

年
限
１
年
以
上
で
あ
る
課
程
）、
一
部
の

海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
人　

【
対
象
期
間
】

　
４
月
〜
翌
年
３
月

※
い
ず
れ
も
、
原
則
と
し
て
毎
年
申
請
が

必
要
で
す
。

※
２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
が
で
き
ま
す
。
そ
の
期
間
に
未
納
が

あ
り
、か
つ
、納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

速
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
納
付
な
ど

の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
保
険
料
を
全

額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来
の
年
金

額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、免
除
や
一
部
納
付
の
期
間
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
は
な
し

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】　
保
険
年
金
課
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記
載
内
容
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い

有
効
期
限
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

免
除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料

と
年
金
は
ど
う
な
る
の
？

７
月
は
国
民
健
康
保
険
税
の
本
算
定
の
月
で
す 

国
民
健
康
保
険
税

　
日
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の

医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
が
納

め
た
保
険
税
と
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金

を
財
源
に
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
の
増

加
な
ど
に
よ
り
、医
療
費
は
年
々
増
加
し
、

国
民
健
康
保
険
制
度
の
財
政
状
況
は
厳
し

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
切
な
保
険

税
を
有
効
に
使
う
た
め
に
も
、
健
康
管
理

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に
加
入
者
が
い

れ
ば
、
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

○
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）の
人

　
本
算
定
年
税
額
か
ら
４
月
・
６
月
・
８

月
の
仮
算
定
税
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、

10
月
・
12
月
・
令
和
４
年
２
月
の
３
回
に

割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

○
普
通
徴
収
の
人

　
１
期
（
７
月
）
か
ら
９
期
（
令
和
４
年

３
月
）
の
９
回
に
割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
が
減
少

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
保
険
税

が
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
全

員
（
世
帯
主
を
含
む
）
が
65
歳
以
上
で
、

一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

保
険
税
を
年
金
天
引
き
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
す
で
に
口
座
振
替
に
変
更
し
て
い
る
場

合
は
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
（
特
定

受
給
資
格
者
）
や
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ

る
離
職
（
特
定
理
由
離
職
者
）
を
し
た
人

で
、離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未
満
の
人
は
、

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み

な
し
て
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
と
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
を
持
参
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
該
当
す
る
離
職
理
由
コ
ー
ド
】

　

11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・
32
・

33
・
34

【
対
象
期
間
】　
離
職
の
翌
日
の
属
す
る
月

か
ら
翌
年
度
末
ま
で

　
「
被
保
険
者
に
な
っ
た
月
」
と
は
、
市

役
所
へ
届
け
出
を
し
た
月
で
は
な
く
、
他

の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
日
や
職
場
の
健

康
保
険
を
脱
退
し
た
日
な
ど
、
国
民
健
康

保
険
へ
の
加
入
資
格
が
発
生
し
た
日
の
属

す
る
月
で
す
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
保
険
給
付
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
保
険

税
は
国
民
健
康
保
険
資
格
の
発
生
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
り
、
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
た
な
ど
、
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
そ
の
月
以
降
の
保
険
税
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
、
加
入
資

格
の
発
生
日
か
ら
14
日
以
内
に
必
ず
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
保
険
年
金
課

　
　
☎
22
・
９
６
５
９　
℻  
26
・
０
１
５
１　

hoken@
city.iga.lg.jp

トピックス　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
加
入
者
が
国
民
健
康
保

険
税
を
出
し
合
い
、
お
互
い
に
助
け
合

う
制
度
で
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
減
免

本
算
定
の
納
税
通
知
書
を

お
届
け
し
ま
す

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に

変
更
で
き
ま
す

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

保
険
税
の
減
額
制
度

保
険
税
は
被
保
険
者
に

な
っ
た
月
か
ら

健
康
管
理
を心

が
け
ま
し
ょ
う
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本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の

医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
が
納

め
た
保
険
税
と
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金

を
財
源
に
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
の
増

加
な
ど
に
よ
り
、医
療
費
は
年
々
増
加
し
、

国
民
健
康
保
険
制
度
の
財
政
状
況
は
厳
し

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
大
切
な
保
険

税
を
有
効
に
使
う
た
め
に
も
、
健
康
管
理

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に
加
入
者
が
い

れ
ば
、
世
帯
主
に
納
税
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

○
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）の
人

　
本
算
定
年
税
額
か
ら
４
月
・
６
月
・
８

月
の
仮
算
定
税
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、

10
月
・
12
月
・
令
和
４
年
２
月
の
３
回
に

割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

○
普
通
徴
収
の
人

　
１
期
（
７
月
）
か
ら
９
期
（
令
和
４
年

３
月
）
の
９
回
に
割
り
振
っ
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
が
減
少

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
保
険
税

が
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
全

員
（
世
帯
主
を
含
む
）
が
65
歳
以
上
で
、

一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、

保
険
税
を
年
金
天
引
き
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
す
で
に
口
座
振
替
に
変
更
し
て
い
る
場

合
は
、
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
（
特
定

受
給
資
格
者
）
や
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ

る
離
職
（
特
定
理
由
離
職
者
）
を
し
た
人

で
、離
職
日
の
時
点
で
65
歳
未
満
の
人
は
、

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み

な
し
て
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
と
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
を
持
参
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
該
当
す
る
離
職
理
由
コ
ー
ド
】

　

11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・
32
・

33
・
34

【
対
象
期
間
】　
離
職
の
翌
日
の
属
す
る
月

か
ら
翌
年
度
末
ま
で

　
「
被
保
険
者
に
な
っ
た
月
」
と
は
、
市

役
所
へ
届
け
出
を
し
た
月
で
は
な
く
、
他

の
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
日
や
職
場
の
健

康
保
険
を
脱
退
し
た
日
な
ど
、
国
民
健
康

保
険
へ
の
加
入
資
格
が
発
生
し
た
日
の
属

す
る
月
で
す
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
保
険
給
付
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
保
険

税
は
国
民
健
康
保
険
資
格
の
発
生
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
他
の
市
町
村
へ
転
出
し
た
り
、
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
た
な
ど
、
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
そ
の
月
以
降
の
保
険
税
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
、
加
入
資

格
の
発
生
日
か
ら
14
日
以
内
に
必
ず
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
保
険
年
金
課

　
　
☎
22
・
９
６
５
９　
℻  
26
・
０
１
５
１　

hoken@
city.iga.lg.jp

トピックス　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を

し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
、
加
入
者
が
国
民
健
康
保

険
税
を
出
し
合
い
、
お
互
い
に
助
け
合

う
制
度
で
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
減
免

本
算
定
の
納
税
通
知
書
を

お
届
け
し
ま
す

特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に

変
更
で
き
ま
す

非
自
発
的
失
業
者
に
係
る

保
険
税
の
減
額
制
度

保
険
税
は
被
保
険
者
に

な
っ
た
月
か
ら

健
康
管
理
を心

が
け
ま
し
ょ
う
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